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本
決
算
が
最
終
年
度
の

第
７
次
計
画
の
総
括
は

本
町
は
、
県
下
で
最
も

収
納
率
が
低
い
。
原
因
は
。

収
納
率
は
現

年
分
九
五
・
八
�
、
過
年
度
滞

納
分
が
八
・
六
�
、
合
計
八
〇
・

五
�
で
あ
り
、
滞
納
の
七
割
が

固
定
資
産
税
で
あ
る
。
根
本
的

税
務
会
計
課

問
予
測
し
な
か
っ
た
「
市
町
村
合

併
」「
三
位
一
体
改
革
」
な
ど

の
国
策
が
あ
り
厳
し
い
状
況
で

あ
っ
た
。

財
政
健
全
化
対
策
研
究
会
を

立
ち
上
げ
て
、「
使
い
切
る
予

算
」
か
ら
「
残
す
予
算
」
に
努

力
し
た
。

計
画
の
達
成
率
は
、
当
初
計

画
百
四
十
七
億
円
に
新
規
事
業

分
を
含
め
る
と
八
二
�
で
あ
る
。

本
町
の
収
納
率
の

低
い
原
因
は
何
か

十
七
年
度
が
最
終
年
度

で
あ
っ
た
第
七
次
町
総
合
発
展

計
画
の
総
括
は
。

七
次
計
画
の

五
年
間
に
は
、
計
画
作
成
時
に

企
画
財
政
課

問

収
納
率
を
向
上
さ
せ
る

た
め
の
対
策
は
。

向
上
策
と
し

て
▽
徴
収
体
制
の
強
化
▽
滞
納

者
の
実
態
把
握
と
分
析
▽
臨
戸

徴
収
と
納
税
相
談
の
強
化
▽
徴

収
担
当
者
間
の
情
報
共
有
と
共

通
認
識
▽
個
人
住
民
税
の
県
と

の
合
同
徴
収
▽
「
岩
手
県
地
方

税
特
別
滞
納
整
理
機
構
」
へ
の

職
員
派
遣
と
連
携
│
│
を
中
心

に
進
め
る
。

税
務
会
計
課

問
原
因
は
、
所
得
の
水
準
に
あ
る
。

失
業
や
業
績
不
振
な
ど
で
納
税

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た

本
町
は
普
通
徴
収
の
割
合
が
四

七
�
と
高
く
（
県
平
均
は
三
〇

�
）
ハ
ン
デ
ィ
が
あ
る
。

収
納
率
を
向
上

さ
せ
る
対
策
は

決
算
特
別
委
員
会
は
、
九
月
十
一
日
か
ら
十

三
日
ま
で
町
中
央
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
で

開
か
れ
ま
し
た
。
特
別
委
員
長
に
は
、
吉
川
淑

子
教
育
民
生
常
任
委
員
長
を
選
出
。
三
日
間
に

わ
た
り
一
般
会
計
や
介
護
保
険
特
別
会
計
な
ど

九
会
計
の
平
成
十
七
年
度
決
算
を
審
議
し
ま
し

た
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
概
要
を
お
伝
え
し
ま
す
。

昨年度が最終年度であった「第７次
町総合発展計画」は82％の事業達成
率でした（「柳沢北浜地区土地区画
整理事業」地内の様子）

…岩手県地方税特別滞納整理機構
平成19年度からの「三位一体改革」による所得税から住民税への税源移譲

に対応するため、県と市町村の共同により、本年10月１日に設置されました。
県民税と市町村民税の税収確保対策として�大口滞納の差押え、公売業務�

参加市町村の徴収対策支援�参加市町村に対する研修──などを行います。現
在、県内23市町村が参加しており、本町では来年４月から職員を派遣するこ
ととしています。

こ と ば

総括
質疑

来年４
月

から
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自
主
財
源
比
率
を

高
め
る
特
効
薬
は

25億0,164万円
24億6,337万円

19億0,204万円
19億0,201万円

12億2,808万円
11億9,412万円

7,347万円
7,148万円

１億7,064万円
１億6,968万円

３億3,925万円
３億3,868万円

6万円
6万円

２億8,923万円
２億5,714万円

国民健康保険

老　人　保　健

介　護　保　険

簡易水道事業

漁業集落排水
処　理　事　業

公共下水道事業

土地取得事業

水　道　事　業

平成１７年度決算額

◆特別会計など
（上段＝歳入、下段＝歳出）

◆一般会計 歳入　71億3,274万円
歳出　69億9,936万円

民生費 
23.6％ 

 

総務費 
13.1％ 

土木費 
20.3％ 

公債費 
14.1％ 

その他 
12.0％ 

　     国庫 
　 支出金 
  8.1％ 

町債 
12.9％ 

県支出金 
6.3％ 

町　税 
15.4％ 

地方交付税 
45.3％ 

歳入 歳出 

農林水産業費 
5.3％ 

教育費 

衛生費 
7.0％ 

消防費　5.2％ 
議会費、商工費、その他　3.0％ 

8.4％ 

■ 決算特別委員会

自
主
財
源
比
率
を
高
め

る
た
め
の
特
効
薬
は
。

比
率
が
低
い
の
は
沿

岸
地
域
の
産
業
構
造
が
大
き
な

要
因
で
あ
る
。
主
要
産
業
で
あ

る
農
林
漁
業
の
一
次
産
業
が
不

振
で
あ
る
。

国
の
方
針
で
も
一
次
産
業
は

厳
し
い
状
況
に
あ
る
、
市
場
原

理
、
後
継
者
の
問
題
な
ど
も
あ

る
。
県
と
一
丸
と
な
っ
て
努
力

す
る
が
特
効
薬
は
な
か
な
か
無

い
と
思
う
。

税
源
移
譲
が
完
全
に
行

わ
れ
た
時
、
本
町
に
と
っ
て
プ

問 助
役

問

ラ
ス
か
マ
イ
ナ
ス
か

今
の
ま
ま
で
は
マ
イ

ナ
ス
の
要
素
が
大
き
い
。
地
方

に
裁
量
権
が
あ
る
形
で
移
譲
が

行
わ
れ
る
よ
う
声
を
あ
げ
て
行

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

町
長

本
町
の
一
次
産
業
を
支

え
る
た
め
、
県
の
指
導
部
門
の

強
化
と
優
秀
な
人
材
の
配
置
を

強
力
に
要
請
す
べ
き
。
ま
た
、

本
町
で
も
専
門
職
の
人
材
を
育

成
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

県
で
も
人
員
削
減
を

進
め
て
お
り
厳
し
い
と
思
う
が

積
極
的
に
要
請
を
続
け
る
。

助
役

問

本
町
の
専
門
職
の
育
成
は
、

可
能
な
限
り
努
力
し
た
い
。

町
内
の
外
国
人
登
録
者

の
数
は
。
外
国
人
に
対
す
る
町

税
の
課
税
は
。

外
国
人
登
録

者
数
は
、
九
月
十
一
日
現
在
で

五
十
人
で
あ
る
。

外
国
人
に
対
す
る
課
税
は
、

住
民
税
は
、
二
年
目
か
ら
所
得

金
額
に
よ
り
課
税
と
な
る
。
国

保
税
は
、
資
格
を
取
得
し
た
時

点
で
課
税
。
固
定
資
産
税
、
軽

自
動
車
税
は
物
件
が
あ
れ
ば
課

税
と
な
る
。

税
務
会
計
課

問

議
会
の
傍
聴
者
が
少
な

い
。
対
策
が
必
要
で
は
な
い
か
。

防
災
行
政
無
線
な

ど
で
Ｐ
Ｒ
は
し
て
い
る
。
議
会

事
務
局
と
も
相
談
し
た
い
。

総
務
課

問

１
次
産
業
を
支
え
る

人
材
配
置
と
強
化
を

町
内
に
住
む
外
国
人
に

対
す
る
町
税
の
課
税
は

３日間に及んだ決算特別委員会
（税の収納対策など活発な議論
が交わされました）

民生費（福祉の向上のために使われた経費） 227,915円
土木費（道路の整備や区画整理事業に使われた経費） 196,144円
公債費（事業を行うため借りたお金の返済に充てた経費） 135,610円
総務費（一般事務費などに使われた経費） 126,456円
教育費（小中学校の管理や社会教育に使われた経費） 81,129円
衛生費（各種検診やごみ処理に使われた経費） 67,961円
農林水産業費（農林水産業の振興に使われた経費） 51,118円
その他（消防費、議会費、商工費など） 79,098円
合計（１世帯当たり使われた金額） 965,431円

平成17年度に一般会計で使われた１世帯当たりの金額
（17年４月１日現在　7,250世帯）

参 考


